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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

近
年
︑
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
の
変
化

か
ら
区
立
幼
稚
園

園
の
園
児
数
は

20

減
少
が
続
い
て
い
ま
す
︒
区
立
幼
稚

園
の
適
正
な
規
模
を
確
保
し
ニ
ー
ズ

の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
︑
﹁
区
立

幼
稚
園
の
今
後
の
あ
り
方
に
関
す
る

基
本
方
針
︵
案
︶
﹂
を
策
定
し
ま
し

た
︒基

本
方
針
︵
案
︶
に
対
す
る
ご
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
︒

基
本
方
針
の
概
要

﹇
区
立
幼
稚
園
の
現
状
﹈

○
区
立
幼
稚
園
の
園
児
数

平
成

年
�
月
�
日
現
在
�
︑
�

30

�
�
人
で
︑

年
前
の
同
月
と
比
較

10

し
�
�
�
人
の
減
と
な
り
︑
ピ
ー
ク

時
の
昭
和

年
度
︵
�
︑
�
�
�
人
・

55

・

園
︶
以
降
最
も
少
な
い
人
数
で

30
す
︒

○
園
児
数
減
少
の
要
因

保
育
所
入
所
希
望
者
の
増
加
に
伴

い
︑
教
育
・
保
育
施
設
に
対
す
る
保

護
者
の
ニ
ー
ズ
は
︑
こ
ど
も
を
低
年

齢
か
ら
長
時
間
預
け
る
こ
と
へ
と
変

化
し
︑
区
立
幼
稚
園
の
運
営
形
態
が

保
護
者
の
需
要
に
合
わ
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
が
主
な
要
因
で
す
︒

﹇
将
来
推
計
﹈

今
後
の
就
園
児
数
は
︑
平
成

年
36

度
に
�
︑
�
�
�
人
︑
平
成

年
度

41

に
は
�
�
�
人
に
な
る
予
測
で
す
︒

﹇
区
立
幼
稚
園
の
役
割
﹈

区
の
施
策
等
に
則
っ
た
教
育
を
自

園
の
特
色
を
交
え
な
が
ら
確
実
に
実

施
し
︑
小
学
校
教
育
へ
の
円
滑
な
接

続
を
果
た
す
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
︒
ま
た
︑
幼
児
教
育
セ
ン
タ

ー
と
し
て
地
域
の
子
育
て
支
援
に
も

取
り
組
ん
で
い
ま
す
︒

﹇
就
学
前
教
育
の
充
実
﹈

保
護
者
ニ
ー
ズ
や
社
会
環
境
の
変

化
に
対
応
す
る
た
め
︑
区
立
幼
稚
園

に
お
い
て
も
数
年
先
を
見
据
え
て
就

学
前
の
教
育
を
さ
ら
に
充
実
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

○
	
歳
児
保
育
お
よ
び
預
か
り
保
育

の
実
施

本
区
で
は
︑
区
立
が
�
年
保
育
︑

私
立
が
	
年
保
育
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

し
か
し
︑
早
期
か
ら
の
預
か
り
を
求

め
る
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
の
増
加
等
か

ら
区
立
幼
稚
園
で
も
	
年
保
育
を
望

む
声
を
多
く
い
た
だ
き
ま
す
︒
ま
た
︑

本
区
待
機
児
童
の
う
ち
︑
	
歳
児
が

大
半
を
占
め
て
い
ま
す
︒

区
立
幼
稚
園
の
	
歳
児
保
育
お
よ

び
預
か
り
保
育
の
実
施
は
︑
保
護
者

の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
︑
待
機
児
童
解

消
に
も
一
定
の
効
果
が
見
込
ま
れ
る

た
め
︑
私
立
と
も
連
携
し
な
が
ら
区

立
幼
稚
園
の
一
部
で
実
施
し
ま
す
︒

○
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
転
換

認
定
こ
ど
も
園
は
︑
教
育
・
保
育

を
一
体
で
行
う
施
設
で
幼
稚
園
と
保

育
園
の
良
さ
を
併
せ
持
つ
施
設
で
す
︒

区
立
幼
稚
園
が
培
っ
て
き
た
質
の

高
い
教
育
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
︑
待
機
児
童
解
消
に
も
効
果
が

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
︑
一
部
の
区

立
幼
稚
園
の
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
転

換
を
検
討
し
ま
す
︒

﹇
区
立
幼
稚
園
の
適
正
配
置
﹈

将
来
推
計
に
よ
れ
ば
︑
区
立
幼
稚

園
の
園
児
数
は
減
少
し
︑
保
育
所
需

要
は
増
加
し
て
い
く
こ
と
が
見
込
ま

れ
て
い
ま
す
︒
各
園
の
活
力
を
維
持

し
な
が
ら
適
正
規
模
に
よ
る
集
団
教

育
や
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
園
運
営

を
行
う
た
め
︑
区
立
幼
稚
園
の
適
正

配
置
を
行
う
こ
と
は
必
要
で
す
︒

将
来
推
計
︑
地
域
ご
と
の
幼
稚
園

配
置
状
況
等
を
考
慮
し
な
が
ら
適
正

配
置
を
実
施
し
ま
す
︒

﹇
基
本
方
針
︵
案
︶
の
閲
覧
場
所
﹈

こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

︵
区
役
所
�
階
︶
︑
学
務
課
幼
稚
園
係

︵
区
役
所
�
階
�
番
︶
※
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
︒

※
意
見
に
対
す
る
個
別
回
答
は
行
い

ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
︒

﹇
意
見
募
集
期
限
﹈

�
月

日
︵
水
︶
必
着

25

﹇
意
見
の
提
出
方
法
と
提
出
先
﹈

①
住
所
②
氏
名
③
ご
意
見
を
記
入
し
︑

〒

︱

区
役
所
学
務
課
幼
稚
園
係

135

8383

へ
郵
送
︑
フ
ァ
ク
ス
︑
ま
た
は
持
参

※
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
提
出
で

き
ま
す
︒
☎
︵
	
�
�
�
︶
�
�
�
	

℻
(
	
�
�
�
)
�
�
�
	

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負

担
割
合
は
こ
れ
ま
で
�
割
ま
た
は
�

割
で
し
た
が
︑
�
月
か
ら
は
︑
所
得

が
一
定
以
上
あ
る

歳
以
上
の
方
の

65

利
用
者
負
担
が
	
割
に
変
更
と
な
り

ま
す
︒
対
象
は
本
人
の
合
計
所
得
金

額
が
�
�
�
万
円
以
上
で
︑
年
金
収

入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単

身
世
帯
で
	
�
�
万
円
以
上
︑
�
人

以
上
世
帯
で
�
�
	
万
円
以
上
あ
る

方
で
す
︒

※
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に

よ
る
負
担
上
限
が
あ
る
た
め
︑
	
割

対
象
者
す
べ
て
が
	
倍
の
負
担
に
な

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

要
支
援
・
要
介
護
認
定
等
を
受
け

て
い
る
方
に
負
担
割
合
証
を
発
送

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
︑
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
事
業
対
象
者
に
︑
�
月
�
日

︵
水
︶
か
ら
の
負
担
割
合
を
示
し
た

﹁
負
担
割
合
証
﹂
を
�
月

日
︵
水
︶

11

に
お
送
り
し
ま
す
︒

▢問
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

☎
(
	
�
�
�
)
�
�
�
	

介
護
保
険
課
給
付
係

☎
(
	
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
	
�
�
�
)
�
�
�
�

平
成

年
度
の
住
民
税
課
税
標
準

30

額
に
基
づ
き
︑
�
月
�
日
︵
水
︶
か

ら
の
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
︵
�

割
ま
た
は
	
割
︶
を
判
定
し
ま
す
︒

今
年
度
は
保
険
証
の
一
斉
更
新
に
な

る
た
め
︑
自
己
負
担
割
合
の
変
更
の

な
い
方
も
含
め
︑
す
べ
て
の
被
保
険

者
に
�
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を
簡

易
書
留
で
お
送
り
し
ま
す
︒

自
己
負
担
割
合
は
︑
所
得
の
更
正

や
︑
同
一
世
帯
の
被
保
険
者
数
の
増

減
等
に
よ
り
︑
有
効
期
間
内
で
あ
っ

て
も
変
更
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

該
当
者
は
申
請
に
よ
り

�

割
負
担
に
変
更

住
民
税
課
税
標
準
額
が
�
�
�
万

円
以
上
の
被
保
険
者
が
い
る
世
帯
で

は
︑
そ
の
世
帯
の
被
保
険
者
の
自
己

負
担
割
合
は
全
員
	
割
と
な
り
ま
す
︒

た
だ
し
︑
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
が
申
請
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
場

合
は
︑
�
割
に
変
更
と
な
り
ま
す
︒

○
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
�
人
の

み
で
︑
そ
の
方
の
前
年
の
収
入
額

が
	
�
	
万
円
未
満

○
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
�
人
で
︑

経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
︑
納
付
を

全
額
ま
た
は
一
部
免
除
︑
あ
る
い
は

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
︒
�

月
�
日
︵
月
︶
か
ら
︑
平
成

年
�

30

月
～

年
�
月
分
の
申
請
を
受
け
付

31

け
ま
す
︒
申
請
し
て
承
認
を
受
け
る

と
︑
こ
の
期
間
は
年
金
受
給
資
格
期

間
と
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
が
︑
年
金

受
給
額
は
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た

時
に
比
べ
て
減
額
に
な
り
ま
す
︒
た

だ
し
︑
承
認
期
間
中
の
保
険
料
は
10

年
以
内
に
追
納
で
き
ま
す
︒

﹁
免
除
申
請
﹂
は
本
人
︑
配
偶
者

お
よ
び
世
帯
主
︑
﹁
納
付
猶
予
﹂
は
︑

歳
未
満
を
対
象
︵
平
成

年
�
月

50

28

分
は

歳
未
満
︶
と
し
︑
本
人
お
よ

30

び
配
偶
者
の
平
成

年
中
の
所
得
に

29

よ
り
日
本
年
金
機
構
が
審
査
し
ま
す
︒

審
査
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
方

の
税
申
告
が
済
ん
で
い
な
い
場
合
︑

受
け
付
け
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り

ま
す
︒
ま
た
︑
審
査
対
象
と
な
る
方

で
平
成

年
�
月
�
日
以
後
に
江
東

30

区
へ
転
入
さ
れ
た
方
は
︑
そ
の
方
が

平
成

年
�
月
�
日
現
在
居
住
し
て

30

い
た
市
区
町
村
で
税
申
告
を
お

済
ま
せ
く
だ
さ
い
︒

な
お
︑
失
業
を
理
由
と
し
た

免
除
申
請
・
納
付
猶
予
申
請
を

さ
れ
る
場
合
は
審
査
基
準
に
特

例
が
あ
り
ま
す
の
で
︑
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
︑
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
等
の
書
類
を
︑

離
職
日
が
わ
か
る
よ
う
に
コ
ピ

ー
し
て
ご
用
意
く
だ
さ
い
︒

受
付
は
区
民
課
年
金
係
︵
区

役
所
隣
防
災
セ
ン
タ
ー
�
階
20

番
︶
︑
豊
洲
特
別
出
張
所
・
各

出
張
所
お
よ
び
江
東
年
金
事
務

他
に

～

歳
の
方
が
い
る
場
合
︑

70

74

そ
の
方
と
被
保
険
者
の
前
年
の
収

入
合
計
額
が
�
�
�
万
円
未
満

○
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
�
人
以

上
い
る
場
合
︑
被
保
険
者
全
員
の

前
年
の
収
入
合
計
額
が
�
�
�
万

円
未
満

�
割
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に

は
申
請
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
︑

平
成

年
中
の
収
入
の
証
明
と
な
る

29

も
の
の
写
し
等
を
添
付
し
︑
医
療
保

険
課
資
格
賦
課
係
︵
区
役
所
�
階
�

番
︶
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︒

※
申
請
書
が
届
い
た
方
す
べ
て
が
認

定
さ
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
︒

▢問
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎
(
	
�
�
�
)
	
�
�
�

℻
(
	
�
�
�
)
�
�
�
	

所
︵
亀
戸
�
︱

︱

�
︶
で
行
っ
て

16

い
ま
す
︒
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま

た
は
通
知
カ
ー
ド
︑
本
人
確
認
書
類

と
︑
年
金
手
帳
︑
年
金
保
険
料
納
付

書
な
ど
︑
基
礎
年
金
番
号
が
確
認
で

き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
︒

▢問
区
民
課
年
金
係

☎
(
	
�
�
�
)
�
�
	
�

℻
(
	
�
�
�
)
�
�
�
�

※1 ｢合計所得金額｣とは、収入金額から必要経

費を控除した金額のことで扶養控除や医療

費控除などの所得控除をする前の金額です。

※2 同一世帯の第1号被保険者の年金収入＋そ

の他の合計所得金額の合計額が単身で340

万円、2人以上の世帯で463万円に満たない

場合、2割負担になります。(｢その他の合

計所得金額｣とは合計所得金額から公的年

金所得を除いた額です。)

※3 同一世帯の第1号被保険者の年金収入＋そ

の他の合計所得金額の合計額が単身で280

万円、2人以上の世帯で346万円に満たない

場合、1割負担になります。

※申請日から2年1か月前まで、さかのぼって申請することができます。

免除申請書の受付場所

○
平成28年7月分〜
平成29年6月分

○
平成30年7月分〜
平成31年6月分

○平成28年6月分以前

7／2(月)〜
31(火)

区役所
区民課
年金係

免除申請を行う期間申請日

×○
平成28年7月分〜
平成29年6月分

8／1(水)
以降

○×

○

×

×

豊洲特別
出張所・
各出張所

○
平成29年7月分〜
平成30年6月分

○

○

○

江東年金
事務所

○○○
平成29年7月分〜
平成30年6月分

○○○
平成30年7月分〜
平成31年6月分

○

本人の合計所得金額
(※1)が220万円以上

本人の合計所得金額
が160万円以上220万
円未満

○本人の合計所得
金額が160万円未満

○住民税非課税者
○生活保護受給者

第2号被保険者
(40〜64歳)

第
�
号
被
保
険
者
(

歳
以
上
)

65

3割負担
(※2)

2割負担
(※3)

1割負担




